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岩
沼
市
議
会

議
員
政
治
倫
理
条
例

　
「
岩
沼
市
議
会
議
員
（
以

下
、「
議
員
」
と
い
う
。）
が
、

市
民
全
体
の
代
表
と
し
て
誠

実
か
つ
公
正
に
職
務
を
遂
行

し
、
人
格
と
倫
理
の
向
上
に

努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
権

限
又
は
地
位
に
よ
る
影
響
力

を
不
正
に
行
使
し
て
、
自
己

又
は
特
定
の
者
の
利
益
を
図

る
こ
と
が
な
い
よ
う
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
議
員
の
政
治
倫
理
の
確

立
を
図
り
、
も
っ
て
公
正
で

民
主
的
な
市
政
の
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
」
と
し
て
議
員
政
治
倫
理

条
例
制
定
検
討
特
別
委
員
会

か
ら
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

質
疑
①
「
桐
生
市
議
会
を

ベ
ー
ス
に
し
た
の
は
ど
う
い

う
理
由
か
」

　

答
弁
①
「
議
会
運
営
委
員

会
で
桐
生
市
議
会
を
調
査
、

会
派
か
ら
も
提
案
し
て
も
ら

い
、委
員
会
を
７
回
開
催
し
、

議
論
し
て
き
た
」

　

質
疑
②
「（
政
治
倫
理
）

審
査
会
の
委
員
は
桐
生
市
で

は
学
識
経
験
者
な
ど
市
民
の

委
員
を
議
員
の
数
よ
り
多
く

と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
議
員

だ
け
に
限
定
し
た
の
か
」

　

答
弁
②
「
地
方
自
治
法
上

市
民
が
入
る
と
任
意
の
団
体

に
な
る
た
め
、
議
員
だ
け
に

す
る
と
話
し
合
い
で
決
ま
っ

た
。
市
民
を
呼
ぶ
の
で
あ
れ

ば
参
考
人
制
度
が
あ
る
」

　

質
疑
③
「
議
員
の
辞
職
勧

告
に
つ
い
て
（
条
例
）
の
措

置
と
し
て
辞
職
勧
告
を
す
る

こ
と
と
、（
一
般
）
の
辞
職

勧
告
決
議
案
と
の
関
連
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ

っ
た
の
か
」

　

答
弁
③
「（
議
論
し
た
）

辞
職
の
関
連
は
、
政
治
倫
理

条
例
の
中
の
こ
と
で
あ
る
。

決
ま
っ
た
段
階
で
発
せ
ら
れ

る
と
思
う
」

　

反
対
討
論
「
客
観
的
で
あ

る
べ
き
条
例
の
文
言
が
『
不

十
分
』
と
か
『
誤
っ
た
解
釈
』

と
い
う
主
観
的
な
言
葉
に
差

12
月
２
日
か
ら
11
日
ま
で

平
成
26
年
第
６
回
（
12
月
）
定
例
会

議
員
政
治
倫
理
条
例
、
賛
成
多
数
で
可
決

　

岩
沼
市
議
会
の
12
月
定
例
会
（
平
成
26
年
第
６
回
議
会
）
は
12
月
２
日
に
招
集
さ
れ
、
10
日
間

の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

市
長
か
ら
専
決
処
分
１
件
、
条
例
案
６
件
、
補
正
予
算
案
７
件
の
ほ
か
６
件
が
提
出
さ
れ
、
審

議
の
結
果
20
議
案
す
べ
て
を
原
案
通
り
可
決
、
承
認
し
ま
し
た
。

　

26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
で
は
、
歳
入
で
は
復
興
交
付
金
（
第
10
回
）
申
請
に

係
る
国
庫
支
出
金
等
、
歳
出
で
は
、
玉
浦
西
地
区
に
進
出
す
る
商
業
施
設
へ
の
貸
付
金
、
特
定
不

妊
治
療
費
助
成
金
、
玉
浦
地
区
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
防
災
力
の
強
化
を
図
る
施
設
整
備
に
向
け

た
関
連
経
費
等
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

　

閉
会
日
の
11
日
に
は
、
農
業
委
員
の
推
せ
ん
を
行
っ
た
ほ
か
、
議
員
政
治
倫
理
条
例
制
定
検
討

特
別
委
員
会
か
ら
政
治
倫
理
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
を
行
っ
た
結
果
の
報
告
が
あ
り

「
岩
沼
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
」
が
提
案
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
14
、
反
対
２
で
可
決
し

ま
し
た
。

　

意
見
書
は
２
件
提
出
の
う
ち
１
件
を
原
案
通
り
可
決
、
１
件
は
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
８
、
９
、
10
日
の
３
日
間
行
わ
れ
、
13
名
の
議
員
が
質
問
し
ま
し
た
。

市
民
代
表
と
し
て
職
務
を
遂
行

市
民
代
表
と
し
て
職
務
を
遂
行


